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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体機器に装着されるための複層ダイアフラムであって、
　複数の金属製の板材と、
　前記複数の金属製の板材を相互に張り合わせる接着層と、
を備え、
　前記接着層は、前記複数の金属製の板材を面内方向において相互にずらす方向の弾性を
有する弾性層を備える複層ダイアフラム。
【請求項２】
　前記複層ダイアフラムは、さらに金属製の装着用板材を備え、前記装着用板材は、前記
複数の金属製の板材よりも外縁方向に突出する位置に、前記流体機器に装着されるための
装着部を有している請求項１記載の複層ダイアフラム。
【請求項３】
　前記装着用板材の両面の各々には、前記金属製の板材が貼り付けられている請求項２記
載の複層ダイアフラム。
【請求項４】
　前記複数の金属製の板材は、前記装着用板材のそれぞれの面に等しい数ずつ設けられて
いる請求項３記載の複層ダイアフラム。
【請求項５】
　前記装着部は、前記流体機器と前記複層ダイアフラムとの位置関係を規制する位置決め
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部を有する請求項２乃至４のいずれか一項に記載の複層ダイアフラム。
【請求項６】
　前記位置決め部は、前記流体機器の一部を反力が打ち消されるように付勢する付勢部を
有する請求項５記載の複層ダイアフラム。
【請求項７】
　前記流体機器は、位置決め用凸部を有し、
　前記位置決め部は、前記位置決め用凸部を貫通させる複数の位置決め孔を有し、
　前記付勢部は、前記複数の位置決め孔の少なくとも一つにおいて内縁に設けられている
複数の弾性突起として形成されている請求項６記載の複層ダイアフラム。
【請求項８】
　前記複数の位置決め孔は、前記複層ダイアフラムの面内のいずれの方向で前記複層ダイ
アフラムを二分しても非対称となる位置に形成されている請求項７記載の複層ダイアフラ
ム。
【請求項９】
　前記複数の位置決め孔は、前記装着部に不等ピッチで環状に並んで形成されている請求
項８記載の複層ダイアフラム。
【請求項１０】
　前記流体機器は、前記複層ダイアフラムを挟持する第１の部材及び第２の部材と、前記
第１の部材と前記第２の部材とを締結する締結部材と、を有し、
　前記装着部は、前記締結部材を貫通させる複数の貫通孔を有し、
　前記複数の貫通孔及び前記複数の位置決め孔の組合せは、前記複層ダイアフラムの面内
のいずれの方向で前記複層ダイアフラムを二分しても非対称となる位置に形成されている
請求項７乃至９のいずれか一項に記載の複層ダイアフラム。
【請求項１１】
　前記流体機器は、前記複層ダイアフラムを挟持する第１の部材及び第２の部材と、前記
第１の部材と前記第２の部材とを締結する締結部材と、を有し、
　前記装着部は、前記締結部材を貫通させる複数の貫通孔を有し、
　前記複数の貫通孔は、前記複層ダイアフラムの面内のいずれの方向で前記複層ダイアフ
ラムを二分しても非対称となる位置に形成されている請求項７乃至１０のいずれか１項に
記載の複層ダイアフラム。
【請求項１２】
　前記複数の貫通孔は、前記装着部に不等ピッチで環状に並んで形成されている請求項１
１に記載の複層ダイアフラム。
【請求項１３】
　前記流体機器は、送液ポンプである請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の複層ダイ
アフラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体の制御や送液に使用されるデバイスに関し、特にダイアフラムの変形に
よって送液を行うダイアフラムポンプや制御弁といった流体機器（流体装置）に使用され
る複層のダイアフラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速液体クロマトグラフィ(High performance liquid chromatography)用に種々の送液
ポンプが提案されている。送液ポンプには、たとえばプランジャ方式（特許文献１）や圧
電素子でダイアフラムを駆動する圧電方式（特許文献２）等が提案されている。ダイアフ
ラムを駆動する圧電方式は、プランジャ方式のような摺動部分を有さないので、パーティ
クルの発生がなく、高寿命の送液ポンプを提供することができるという利点を有している
。ダイアフラムを駆動する圧電方式では、ダイアフラムの故障探知を目的として、故障探
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知用の層を有する多層ダイアフラムも提案されている（特許文献３、４）。一方、近年で
は、高速液体クロマトグラフィに対し、分析において高圧での微少な流量の制御が必要と
されるようになってきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２９２０１１号公報
【特許文献２】特開２００６－１１８３９７号公報
【特許文献３】特表２００７－５１５５８４号公報
【特許文献４】特表平０６－５０６９９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、本発明者は、高速液体クロマトグラフィにおける高圧化の要請に応じるべく、
耐圧性を高めるために金属製のダイアフラムを厚くすると、ダイアフラムの円滑な変形が
阻害されて微少動作が困難となるという問題を見出した。ダイアフラムの曲げ剛性は、そ
の厚さの三乗で大きくなるため、ダイアフラムの円滑な変形が阻害されるからである。本
課題に対して、本発明者は、微少動作の操作性と耐圧性とを両立するため、薄いダイアフ
ラム板を積層する方法を考案した。しかしながら、本方法では、ダイアフラムの分解と洗
浄とが煩雑となり、分解等の度にダイアフラムの特性が変動してしまうことを本発明者は
突き止めた。多層のダイアフラムが分解と洗浄の過程で相互に分離し、洗浄後の装着時に
おいて積層状態が変化してしまうからである。さらに、このような問題は、送液ポンプに
限られず、ダイアフラムを使用する装置にも共通する課題であることが本発明者によって
見出された。
【０００５】
　本発明は、上述の従来の課題の少なくとも一部を解決するために創作されたものであり
、操作性と耐圧性を両立しつつ整備性の良い流体機器用の複層ダイアフラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。
【０００７】
　手段１．流体機器に装着されるための複層ダイアフラムであって、複数の金属製の板材
と、前記複数の金属製の板材を相互に張り合わせる接着層と、を備え、前記接着層は、前
記複数の金属製の板材を面内方向において相互にずらす方向の弾性を有する弾性層を備え
る複層ダイアフラム。
【０００８】
　本手段では、第１に、複数の金属製の板材が相互に張り合わせられているので、耐圧性
を向上させることができる。すなわち、耐圧性は、金属製の板材の面内方向（長手方向）
の引っ張り強度に依存するので、本複層ダイアフラムは、単層で２倍の厚さを有する金属
製の板材と実質的に同一の耐圧性を有することになるからである。
【０００９】
　第２に、その面内方向において相互にずらす方向の弾性を有する弾性層で相互に張り合
わせられているので、過度な曲げ剛性を回避することができる。複数の金属製の板材は、
その面内方向において相互にずらす方向の弾性を有する弾性層で相互に張り合わせられて
いるので、本複層ダイアフラムは、相互に張り合わせられていない複数の金属製の板材に
近い曲げ剛性を有することになるからである。
【００１０】
　このように、本複層ダイアフラムは、ダイアフラムの分解や洗浄において分解されるこ
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とがなくなるので、整備性を向上させることができるとともに、洗浄後の装着時において
積層状態が変化してしまう問題を解決することができる。さらに、本複層ダイアフラムは
、耐圧性を確保するための厚み増大に起因する過度な曲げ剛性を回避することができるの
で、微少な動作の精度を向上させることもできる。
【００１１】
　手段２．前記複層ダイアフラムは、さらに金属製の装着用板材を備え、前記装着用板材
は、前記複数の金属製の板材よりも外縁方向に突出する位置に、前記流体機器に装着され
るための装着部を有している手段１記載の複層ダイアフラム。
【００１２】
　手段２では、装着用板材は、複数の金属製の板材よりも外縁方向に突出する位置に、流
体機器に装着されるための装着部を有するので、装着部を有しない板材は、装着部の装備
用の材料消費を不要として無駄な材料の消費を回避することができる。
【００１３】
　手段３．前記装着用板材の両面の各々には、前記金属製の板材が貼り付けられている手
段２記載の複層ダイアフラム。
【００１４】
　手段３では、複数の金属製の板材は、装着用板材の両面の各々には、金属製の板材が貼
り付けられているので、高い弾性や強度、耐蝕性、耐熱性並びに恒弾性に優れた材料で変
形する部分を覆うことができる。さらに、装着用板材を挟んで、両側の強度等を均等に近
づけることができる。
【００１５】
　手段４．前記複数の金属製の板材は、前記装着用板材のそれぞれの面に等しい数ずつ設
けられている手段３記載の複層ダイアフラム。
【００１６】
　手段４では、複数の金属製の板材は、装着用板材のそれぞれの面に等しい数ずつ設けら
れているので、複層ダイアフラムの積層方向に対称な弾性特性を実現することができる。
【００１７】
　手段５．前記装着部は、前記流体機器と前記複層ダイアフラムとの位置関係を規制する
位置決め部を有する手段２乃至４のいずれか１つに記載の複層ダイアフラム。
【００１８】
　手段５では、装着部は、流体機器と複層ダイアフラムとの位置関係を規制する位置決め
部を有するので、複層ダイアフラムの再装着する際に、流体機器との位置関係を良好に再
現することができる。これにより、複層ダイアフラムを再装着する際に、校正作業を簡略
化することができる。さらに、位置決め部は、装着用板材の装着部にだけ設けられている
ので、たとえば一部の板材だけ加工性の良い材料を使用し、他の板材に高い弾性や強度、
耐蝕性、耐熱性並びに恒弾性に優れた材料を使用するという設計自由度を提供することが
できる。
【００１９】
　手段６．前記位置決め部は、前記流体機器の一部を反力が打ち消されるように付勢する
付勢部を有する手段５に記載の複層ダイアフラム。
【００２０】
　手段６では、位置決め部は、流体機器の一部を反力が打ち消されるように付勢する付勢
部を有するので、流体機器からの複層ダイアフラムの脱落を防止して組立を容易にするこ
とができる。
【００２１】
　手段７．前記流体機器は、位置決め用凸部を有し、前記位置決め部は、前記位置決め用
凸部を貫通させる複数の位置決め孔を有し、前記付勢部は、前記複数の位置決め孔の少な
くとも一つにおいて内縁に設けられている複数の弾性突起として形成されている手段６記
載の複層ダイアフラム。
【００２２】
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　手段７では、付勢部は、複数の位置決め孔の少なくとも一つに設けられている輪郭形状
として形成されているので、穴あけ加工のみで簡易に製造することができる。
【００２３】
　手段８．前記複数の位置決め孔は、前記複層ダイアフラムの面内のいずれの方向で前記
複層ダイアフラムを二分しても非対称となる位置に形成されている手段７記載の複層ダイ
アフラム。
【００２４】
　手段８では、複数の位置決め孔は、複層ダイアフラムの面内のいずれの方向に二分して
も非対称となる位置に形成されているので、反転（裏返し）あるいは逆向きの状態に誤装
着する事態を防止することができる。
【００２５】
　手段９．前記複数の位置決め孔は、前記装着部に不等ピッチで環状に並んで形成されて
いる請求項８記載の複層ダイアフラム。
【００２６】
　手段９では、複数の位置決め孔を不等ピッチで環状に並んで形成したから、複層ダイア
フラムの誤装着を防止することができる。
【００２７】
　手段１０．前記流体機器は、前記複層ダイアフラムを挟持する第１の部材及び第２の部
材と、前記第１の部材と前記第２の部材とを締結する締結部材と、を有し、前記装着部は
、前記締結部材を貫通させる複数の貫通孔を有し、前記複数の貫通孔及び前記複数の位置
決め孔の組合せは、前記複層ダイアフラムの面内のいずれの方向で前記複層ダイアフラム
を二分しても非対称となる位置に形成されている手段７乃至９のいずれか一項に記載の複
層ダイアフラム。
【００２８】
　手段１０では、複数の貫通孔及び複数の位置決め孔の組合せは、複層ダイアフラムの面
内のいずれの方向に二分しても非対称となる位置に形成されているので、反転（裏返し）
あるいは逆向きの状態に誤装着する事態を防止することができる。
【００２９】
　手段１１．前記流体機器は、前記複層ダイアフラムを挟持する第１の部材及び第２の部
材と、前記第１の部材と前記第２の部材とを締結する締結部材と、を有し、前記装着部は
、前記締結部材を貫通させる複数の貫通孔を有し、前記複数の貫通孔は、前記複層ダイア
フラムの面内のいずれの方向で前記複層ダイアフラムを二分しても非対称となる位置に形
成されている手段７乃至１０のいずれか一項に記載の複層ダイアフラム。
【００３０】
　手段１１のように、反転（裏返し）あるいは逆向きの状態に誤装着する事態の防止は、
締結部材が貫通する複数の貫通孔だけで実現することもできる。
【００３１】
　手段１２．前記複数の貫通孔は、前記装着部に不等ピッチで環状に並んで形成されてい
る手段１１記載の複層ダイアフラム。
【００３２】
　手段１２では、複数の貫通孔を不等ピッチで環状に並んで形成したから、複層ダイアフ
ラムの誤装着を防止し得る。
【００３３】
　手段１３．前記流体機器は、送液ポンプである手段１乃至１２のいずれか一つに記載の
複層ダイアフラム。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】第１実施形態における送液ポンプ１００の断面図。
【図２】送液ポンプ１００のダイアフラム１８０を示す拡大断面図。
【図３】送液ポンプ１００のポンプ室１２３の内面を示す図。
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【図４】ピストン１４４と開口部１３６との間の位置関係を示す拡大断面図。
【図５】第１実施形態の送液ポンプ１００の作動の状態を示す断面図。
【図６】第１比較例の送液ポンプ１００ａの作動の状態を示す断面図。
【図７】第２比較例の送液ポンプ１００ｂの作動の状態を示す断面図。
【図８】第１実施形態の送液ポンプ１００のダイアフラム１８０の変位（変形）の状態を
示す断面図。
【図９】送液ポンプ１００のピストン１４４の許容変位量と吐出圧力の関係を示すグラフ
。
【図１０】送液ポンプ１００のピストン１４４の許容駆動周波数と設定流量の関係を示す
グラフ。
【図１１】送液ポンプ１００におけるダイアフラムの駆動周波数の切り替えの内容を示す
グラフ。
【図１２】送液ポンプ１００の駆動電圧Ｗ１と吐出流量Ｃ３とピストン移動量Ｃ４とを示
すグラフ。
【図１３】送液ポンプ１００の駆動に利用可能な三種類の駆動電圧Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３のパ
ルス形状を表すグラフ。
【図１４】第１実施形態の高速クロマトグラフィ装置９０の構成を示すブロック図。
【図１５】第１実施形態の高速クロマトグラフィ装置９０における流量センサ５０の計測
とそのフィードバックの内容を示す説明図。
【図１６】第２実施形態の送液ポンプ１００ｃに使用されているダイアフラム１８０ａを
示す断面図。
【図１７】第２実施形態のダイアフラム１８０ａと比較例のダイアフラム１８０ｂの作動
状態を対比して示す断面図。
【図１８】第２実施形態の送液ポンプ１００ｃを分解した状態を示す分解斜視図。
【図１９】第２実施形態の他の例のダイアフラム１８０ｃの外観を示す平面図。
【図２０】第２実施形態の他の例のダイアフラム１８０ｃの積層状態を示す断面図。
【図２１】第２実施形態の他の例のダイアフラム１８０ｃの装着状態を示す断面図。
【図２２】第１変形例のダイアフラム１８０ｄの構成とポンプボディ１１０ａを示す外観
図。
【図２３】第２変形例のダイアフラム１８０ｅの構成を示す外観図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明を具体化した各実施形態を図面に従って説明する。各実施形態は、高圧ガ
スクロマトグラフィに使用される送液ポンプについて具体化している。
【００３６】
　（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態における送液ポンプ１００の断面図を示している。図２は、送液
ポンプ１００のダイアフラム１８０を示す拡大断面図である。図３は、送液ポンプ１００
のポンプ室１２３の内壁面を示す図である。送液ポンプ１００は、高速液体クロマトグラ
フィにおいて溶離液の圧送に使用されるポンプである。高速液体クロマトグラフィでは、
溶離液（たとえばメタノールが使用される）が加圧されてカラム（後述）に通される。こ
れにより、自然落下で溶離液をカラムに流すカラムクロマトグラフィ（中低圧クロマトグ
ラフィとも呼ばれる。）に比較して、高速液体クロマトグラフィは、分析物である試料が
固定相に留まる時間を短くすることができるとともに分離能や検出感度も高くすることが
できる。
【００３７】
　送液ポンプ１００は、ポンプボディ１１０と、チェック弁１２６，１２７と、金属製の
ダイアフラム１８０と、ダイアフラム１８０を駆動するアクチュエータ１５０とを備える
ダイアフラムポンプである。ポンプボディ１１０には、溶離液が流れる流路として、入口
側内部流路１２２と、出口側内部流路１２４と、チェック弁１２６，１２７とを有してい
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る。ポンプボディ１１０は、たとえば金属やＰＥＥＫ材で製造することができる。
【００３８】
　チェック弁１２６は、流入ポート１２１（ＩＮポート）から入口側内部流路１２２の方
向への溶離液の流通のみを許容し、その反対方向への流通を許容しない逆止弁である。一
方、チェック弁１２７は、出口側内部流路１２４から吐出ポート１２５（ＯＵＴポート）
の方向への溶離液の流通のみを許容し、その反対方向への流通を許容しない逆止弁である
。
【００３９】
　なお、図１では、ポンプボディ１１０とポンプベース１３０とを締結する締結具の図示
が省略されている。
【００４０】
　ポンプボディ１１０は、円柱状の形状を有し、その一方の底面の中心位置に円錐台状の
凹部面を有している。ポンプ室１２３は、図２及び図３に示されるように、その円錐台状
の凹部面とダイアフラム１８０とによって囲まれている空間として形成されている。円錐
台状の凹部面は、その中心位置に形成されている円形の平面である平面底部１１５と、平
面底部１１５の周囲に形成されている円錐状の傾斜面１１２と、平面底部１１５と傾斜面
１１２との間に形成されているドーナツ状の曲面１１２ｒとを有している。円錐台状の凹
部面は、本実施形態では、吐出方向に駆動されたダイアフラムに嵌合する向きの凹状の曲
面である凹状曲面として形成されている。
【００４１】
　凹部の傾斜面１１２の外縁部には、入口側内部流路１２２と出口側内部流路１２４の開
口部が形成されている。これらの開口部は、平面底部１１５を挟んで相互に対向する位置
に配置されている。具体的には、入口側内部流路１２２および出口側内部流路１２４は、
前記平面底部１１５の中心を挟んでそれぞれ上下の関係で配置されている。入口側内部流
路１２２の開口部には、円錐台状の凹部面の中心位置に向かって図３の上方に延びている
吸入側溝部１１３が連なって形成されている。出口側内部流路１２４の開口部には、円錐
台状の凹部面の中心位置に向かって図３の下方に延びている吐出側溝部１１４が連なって
形成されている。
【００４２】
　このような構成により、ポンプ室１２３は、ダイアフラム１８０が変位して傾斜面１１
２に近接した状態においても入口側内部流路１２２と出口側内部流路１２４との連通状態
を十分に確保することができる。なお、入口側内部流路１２２と出口側内部流路１２４と
は、それぞれ吸入通路と吐出通路とも呼ばれる。
【００４３】
　ポンプベース１３０は、円柱状の孔であるシリンダ孔１３４が中心軸線の位置に配置さ
れているドーナツ状の形状を有している。ポンプベース１３０には、その一方の底面に円
錐台状の凸部面１３２，１３３，１３５と、シリンダ孔１３４の開口部１３６とが形成さ
れ、他方の面に円錐台状の凹部面１３１が形成されている。図１に示すように、凹部面１
３１の底部には、前記シリンダ孔１３４を形成する環状凸部１３１ｐが設けられている。
シリンダ孔１３４には、環状凸部１３１ｐ側から挿入された滑り軸受け１３７ｂが装着さ
れている。円錐台状の凸部面１３２，１３３，１３５は、傾斜面１３５によって周囲が囲
まれている一体をなす環状の平面１３２，１３３を有している。シリンダ孔１３４の開口
部１３６は、前記環状の平面１３２,１３３(後述するダイアフラム受け面１３３)に対し
同心状に設けられている。すなわち、開口部１３６は、環状の平面１３２，１３３の中心
位置に配置されている。また、シリンダ孔１３４の開口部１３６の中心は、前記凹部面の
中心に対し、シリンダ孔１３４の軸線方向(図２では左側)に整列するよう構成されている
。
【００４４】
　ダイアフラム１８０は、ポンプボディ１１０とポンプベース１３０との間に挟持されて
いる。ポンプボディ１１０が有する傾斜面１１２の周囲には、環状の平面であるシール加
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圧面１１１が形成されている。シール加圧面１１１の外縁の外周には、傾斜面１１６が形
成され、シール加圧面１１１を環状の凸部として形成している。一方、ポンプベース１３
０が有する環状の平面１３２，１３３は、シール加圧面１１１に対向して平行な面である
シール受け面１３２と、傾斜面１１２に向き合うダイアフラム受け面１３３の２つの領域
を有する一体の平面である。ダイアフラム１８０は、シール加圧面１１１とシール受け面
１３２との間に挟持されることによってポンプ室１２３を外部から封止している。
【００４５】
　なお、シール加圧面１１１及びシール受け面１３２は、シール部とも呼ばれる。また、
ダイアフラム受け面１３３の役割については後述する。
【００４６】
　これにより、ポンプ室１２３は、ダイアフラム１８０の変形によって容積を変化させる
ことができる封止空間として構成されていることになる。このような構成により、送液ポ
ンプ１００は、ポンプ室１２３に周期的に容積変化を生じさせて、チェック弁１２６から
の吸入およびチェック弁１２７からの吐出を行うポンプとして機能することができる。な
お、ポンプベース１３０及びポンプボディ１１０は、ポンプハウジングとも呼ばれる。
【００４７】
　ダイアフラム１８０は、アクチュエータ１５０の駆動によって変形してポンプ室１２３
の容積を変化させることができる。アクチュエータ１５０は、ダイアフラム１８０を駆動
するピストン１４４を有する駆動部１４０と、ポンプベース１３０と、を備えている。な
お、ピストン１４４は、往復動部材とも呼ばれる。
【００４８】
　駆動部１４０は、ピストン１４４と、滑り軸受け１３７ｂと、付勢バネ１４５と、積層
圧電アクチュエータ１４１と、アクチュエータハウジング１４７と、アジャスタ１４３と
、鋼球１４２と、圧電アクチュエータ装着部１４６と、ダブルナットＮ１，Ｎ２とを備え
ている。ピストン１４４は、一方の底部(図１の左側の底部)において径方向に広がるフラ
ンジ１４４ｆを有し、他方の底部(図１の右側の底部)に凸状の先端面１４８（図２参照）
と、を有する円柱状の部材である。ピストン１４４は、円柱状の形状を有するシリンダ孔
１３４の内部において滑り軸受け１３７ｂによって支持され、シリンダ孔１３４の軸線方
向に往復動することができる。
【００４９】
　ピストン１４４には、鋼球１４２とアジャスタ１４３とを介して積層圧電アクチュエー
タ１４１から駆動力が与えられる。鋼球１４２は、フランジ１４４ｆの中央部に装着され
ているアジャスタ１４３の中心位置に形成されている凹部と、積層圧電アクチュエータ１
４１の中心位置に形成されている凹部との間に摺動可能に挟持されている。これにより、
積層圧電アクチュエータ１４１とピストン１４４との間の偏心誤差や傾斜を吸収すること
ができる。付勢バネ１４５は、フランジ１４４ｆにおいて、ダイアフラム１８０への駆動
力を減殺する方向にピストン１４４を付勢している。
【００５０】
　積層圧電アクチュエータ１４１は、アクチュエータハウジング１４７の内部に形成され
ている円柱状の内孔１４９に格納され、圧電アクチュエータ装着部１４６を介して位置調
整用ナットＮ１及び固定ナットＮ２でアクチュエータハウジング１４７に装着されている
。そして、アクチュエータハウジング１４７の外周に形成されている雄ネジＳと位置調整
用ナットＮ１の内周に形成されている雌ネジの螺合の量（長さ）を操作することで、ピス
トン１４４の駆動方向における積層圧電アクチュエータ１４１とポンプベース１３０との
相対的な位置関係を調整することができる。
【００５１】
　この調整量は、アクチュエータハウジング１４７と圧電アクチュエータ装着部１４６と
の間のクリアランスＣＬで吸収することができる。固定ナットＮ２は、位置調整用ナット
Ｎ１とともにダブルナットとして機能し、位置関係の調整後の圧電アクチュエータ装着部
１４６の位置を固定することができる。
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【００５２】
　図４は、ピストン１４４と開口部１３６との間の位置関係を示す拡大断面図である。図
４では、非駆動時のピストン１４４の位置が仮想線で示され、高圧モードにおける駆動時
のピストン１４４の位置が実線で示されている。非駆動時には、ピストン１４４の変位方
向においてピストン１４４の先端面１４８の頂部が開口部１３６と略同一位置となるよう
積層圧電アクチュエータ１４１の位置が調整されている。一方、駆動時には、変位量δだ
け変位して同変位方向において、ピストン１４４の先端面１４８の周縁部１４８ｅが開口
部１３６と同一位置となるように積層圧電アクチュエータ１４１の駆動電圧が調整されて
いる。
【００５３】
　図５は、第１実施形態の送液ポンプ１００の作動の状態を示す断面図である。図５（ａ
）は、高圧時動作における駆動の状態を示している。図５（ｂ）は、低圧時動作における
駆動の状態を示している。高圧時動作は、計測時における溶離液の送液における作動状態
である。低圧時動作は、非計測時における配管洗浄用の送液における作動状態である。
【００５４】
　高圧時動作では、ダイアフラム１８０は、ダイアフラム受け面１３３とピストン１４４
とによって支持されている。すなわち、ダイアフラム１８０は、ポンプ室１２３内の高圧
の溶離液から受ける荷重をダイアフラム受け面１３３とピストン１４４とに流すことがで
きる。具体的には、ダイアフラム１８０の中心位置における直径φＢの円形範囲は、ピス
トン１４４によって支持され、直径φＡの円形範囲から直径φＢの円形範囲を除いた環状
の範囲は、ダイアフラム受け面１３３によって支持されている。
【００５５】
　これにより、高圧時動作においては、ダイアフラム１８０の変形範囲（作動範囲）を直
径φＢの円形範囲に限定することができるので、ダイアフラム１８０は、実質的に直径φ
Ｂの円形範囲を有する小型のダイアフラムとして機能することになる。ダイアフラムが小
型であれば、溶離液が高圧であってもダイアフラム１８０に印加される荷重に対抗して積
層圧電アクチュエータ１４１によって適切に駆動することができる。
【００５６】
　さらに、高圧時でのダイアフラム１８０の変形は、ピストン１４４が挿入されている開
口部１３６の近傍に限定されるので、ピストン１４４の変位に伴うポンプ室１２３の容積
変化も低減することになる。これにより、ポンプ室１２３の容積変化当たりのピストン１
４４の変位量を大きくすることができるので、ダイアフラム１８０の作動形態は、高圧で
の微少流量の制御に適した変形状態となっていることが分る。
【００５７】
　一方、低圧時動作においては、ダイアフラム１８０は、ピストン１４４のみによって支
持されている。低圧時動作では、ダイアフラム１８０は、ダイアフラム受け面１３３から
分離してポンプ室１２３の内部で大きく変形することができるので、ダイアフラム１８０
は、実質的に直径φＡの円形範囲を有する大型のダイアフラムとして機能することになる
。ダイアフラムが大型であれば、積層圧電アクチュエータ１４１によって大きな吐出量で
溶離液を供給することができ、配管等を円滑に洗浄することができる。
【００５８】
　図６は、第１比較例の送液ポンプ１００ａの作動の状態を示す断面図である。図６（ａ
）は、第１比較例の送液ポンプ１００ａの非駆動時の状態を示している。図６（ｂ）は、
第１比較例の送液ポンプ１００ａの高圧時の動作状態を示している。図６（ｃ）は、第１
比較例の送液ポンプ１００ａの低圧時の動作状態を示している。第１比較例は、ダイアフ
ラム受け面１３３の効果を分かり易く説明するための比較例である。
【００５９】
　第１比較例の送液ポンプ１００ａは、ダイアフラム受け面１３３を備えておらず、また
、シリンダ孔１３４の径をダイアフラム受け面１３３の領域に拡大し、これによりシリン
ダ孔１３４ａとしている点で第１実施形態の送液ポンプ１００と相違する。第１比較例の
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送液ポンプ１００ａは、第１実施形態のダイアフラム受け面１３３を備えていないので、
低圧時動作における大型のダイアフラムとして機能することになる。
【００６０】
　すなわち、図６（ｃ）に示されるように、第１比較例の送液ポンプ１００ａは、第１実
施例と同様に、低圧で比較的大きな吐出量を有するダイアフラムポンプとして機能するこ
とができる。しかしながら、高圧時には、図６（ｂ）に示されるように、ダイアフラム１
８０がピストン１４４ａに押し付けられて、ポンプ室１２３の容量縮小を減殺させる方向
の変形である曲げ１８０ｋ（ポンプ室１２３の容量を拡大する部分的変形）が生じるので
、効率よく吐出できないことが本発明者によって見出された。さらに、曲げ１８０ｋは、
過度の曲げとして損傷の原因となる。さらに、高圧時には、ダイアフラム１８０からピス
トン１４４ａに掛かる荷重が第１の実施形態に比較して大きくなり、積層圧電アクチュエ
ータ１４１に過度の荷重が印加されることになる。
【００６１】
　このように、ダイアフラム受け面１３３は、高圧時の作動において、ダイアフラム１８
０における不意の曲げ１８０ｋの発生を抑制するとともに、積層圧電アクチュエータ１４
１に過度の荷重の印加を防止するという役割を果たしている。
【００６２】
　図７は、第２比較例の送液ポンプ１００ｂの作動の状態を示す断面図である。図７（ａ
）は、第２比較例の送液ポンプ１００ｂの非駆動時の状態を示している。図７（ｂ）は、
第２比較例の送液ポンプ１００ｂの高圧時の動作状態を示している。図７（ｃ）は、第２
比較例の送液ポンプ１００ｂの低圧時の動作状態を示している。第２比較例は、第１の実
施形態のダイアフラム受け面１３３がシール受け面１３２と同一平面内（あるいは近接す
る平面内）に設けた意義を分かり易く説明するための比較例である。
【００６３】
　第２比較例の送液ポンプ１００ｂは、ダイアフラム受け面１３３がポンプ室１２３から
離れる方向（図面では左側方向）に位置するよう設けられたダイアフラム受け面１３３ａ
とされている点で第１実施形態の送液ポンプ１００と相違する。一方、ピストン１４４の
径は、第１実施形態の送液ポンプ１００と同一である。
【００６４】
　低圧時には、図７（ｃ）に示されるように、第１実施例や第１比較例と同様に低圧で比
較的大きな吐出量で作動するダイアフラムポンプとして作動することができる。しかしな
がら、高圧時には、図７（ｂ）に示されるように、第１比較例と同様にダイアフラム１８
０の全面で高圧の溶離液からの荷重を受けることになるので、ダイアフラム１８０がピス
トン１４４の周囲に押し込まれて不意の曲げ１８０ｋが発生して吐出が阻害され、損耗の
原因となる。さらに、高圧時には、積層圧電アクチュエータ１４１に過度の荷重が印加さ
れることになる点も第１比較例と同様である。
【００６５】
　このように、第1の実施形態のダイアフラム受け面１３３は、シール受け面１３２と一
体として連続する環状の平面を形成することで顕著な効果を奏している。ただし、必ずし
もダイアフラム受け面１３３は、シール受け面１３２と一体として連続する環状の平面を
形成する必要はなく、ピストン１４４の変位方向においてシール受け面１３２の近傍に配
置されていれば良い。例えば、ダイアフラム受け面１３３が、シール受け面１３２側から
開口部１３６側に向けて凹部面に近接する側(図２の右側)に傾斜する構成としてもよい。
反対に、ダイアフラム受け面１３３が、シール受け面１３２側から開口部１３６側に向け
て凹部面から離間する側(図２の左側)に傾斜する構成としてもよい。さらに、ダイアフラ
ム受け面１３３とシール受け面１３２とが滑らかに連続していれば、たとえば一体の曲面
を形成するなどのように、平面でなくてもダイアフラム１８０の変形を滑らかなものとす
ることができる。
【００６６】
　図８は、第１実施形態の送液ポンプ１００のダイアフラム１８０の変位（変形）の状態
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を示す断面図である。図８（ａ）は、高圧時の動作状態を示している。図８（ｂ）は、中
間的な圧力時の動作状態を示している。図８（ｃ）は、低圧時の動作状態を示している。
図８（ａ）及び図８（ｃ）の作動状態は、それぞれ図５（ａ）及び図５（ｂ）の作動状態
に対応している。
【００６７】
　高圧時には、ピストン１４４の変位量（ストローク）が制限されることによって、ダイ
アフラム１８０が変位する範囲（変形範囲あるいは作動範囲とも呼ばれる。）は、直径φ
Ｂの円形範囲に限定されている。ピストン１４４の変位量は、ポンプ室１２３の内部圧力
の上昇に伴って自動的に制限されることになるが、たとえば積層圧電アクチュエータ１４
１の仕様によっては、制御則を高圧時用に切り替えて過大な荷重がダイアフラム１８０に
印加されないようにしてもよい。
【００６８】
　中間的な圧力時においては、ピストン１４４の変位量（ストローク）が拡大し、ダイア
フラム１８０の作動範囲が直径φＣの円形範囲に拡大されている。ダイアフラム１８０の
作動範囲は、溶離液の圧力の低下に伴って拡大し、低圧時には、ピストン１４４の変位量
（ストローク）がさらに拡大し、全域すなわち直径φＡの円形範囲に拡大される。
【００６９】
　このように、第１実施形態の送液ポンプ１００は、溶離液の吐出圧力に応じて自動的に
ダイアフラム１８０の作動範囲を変化させることができる。具体的には、ダイアフラム１
８０の作動範囲は、ポンプ室１２３の内部圧力の上昇に伴って狭くなり、ポンプ室１２３
の内部圧力の降下に伴って広くなる。
【００７０】
　送液ポンプ１００の制御は、たとえば吐出流量の計測値をフィードバック量として使用
し、操作量を積層圧電アクチュエータ１４１への印加電圧とする制御系を構成することが
できる。本制御系では、目標値に対して吐出流量の計測値が小さいときには、ピストン１
４４の変位量が拡大する方向に操作され、目標値に対して吐出流量の計測値が大きいとき
には、ピストン１４４の変位量が縮小する方向に操作されることになる。なお、実施形態
の制御系の具体的な構成については後述する。
【００７１】
　このように、第１実施形態の送液ポンプ１００は、ダイアフラム１８０を実質的に溶離
液の吐出圧力に応じた適切な作動範囲を有するダイアフラムとして駆動することができる
。この結果、送液ポンプ１００は、高圧の少量吐出から低圧の大量吐出までの広いダイナ
ミックレンジを有するダイアフラムポンプとして機能させることが可能である。
【００７２】
　図９は、第１実施形態の送液ポンプ１００のピストン１４４の許容変位量と吐出圧力の
関係を示すグラフである。図１０は、第１実施形態の送液ポンプ１００のピストン１４４
の許容駆動周波数と吐出流量（設定流量）の関係を示すグラフである。図９及び図１０で
は、曲線Ｃ１，Ｃ２は、それぞれピストン１４４の変位と周波数に対する運用制限を表し
ている。具体的には、たとえば吐出圧力が圧力Ｐ１のときには、ピストン１４４の変位量
が変位δ１までに制限されることになる。一方、吐出流量が流量Ｑ１のときには、ピスト
ン１４４の駆動周波数が周波数ｆ１までに制限されることになる。すなわち、ピストン１
４４の運用変位は、２本の曲線Ｃ１，Ｃ２によって囲まれる範囲に制限されることになる
。
【００７３】
　吐出圧力に関する運用制限は、本発明者らによる以下の知見と解析とに基づいて設定さ
れたものである。送液ポンプ１００は、上述のように、溶離液の吐出圧力に応じて自動的
に作動範囲を変化させるという好ましい特性を有している。
【００７４】
　しかしながら、本発明者は、積層圧電アクチュエータ１４１の仕様の設定（たとえば過
大な駆動力）によっては、ダイアフラム１８０の過度の変位（実質的にピストン１４４の
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変位）によりダイアフラム１８０に損耗を与える可能性を見出した。具体的には、高圧時
において、積層圧電アクチュエータ１４１の過大な駆動力によって図８（ｃ）の作動状態
を繰り返すと、ピストン１４４の周囲においてダイアフラム１８０に損傷を与えることが
本発明者によって見出された。
【００７５】
　吐出流量に関する運用制限は、本発明者らによる以下の実験と解析とに基づいて設定さ
れたものである。送液ポンプ１００は、上述のように、溶離液の吐出圧力に応じて自動的
にダイアフラム１８０の変位量が変化するという好ましい特性を有している。すなわち、
ダイアフラム１８０の変位量（ストローク）は、溶離液の吐出圧力の上昇に応じて自動的
に小さくなる。
【００７６】
　しかしながら、本発明者は、吐出流量の低下に伴って脈動の影響が大きくなることを見
出した。吐出流量の低下によって、脈動の比率が大きくなって脈動が顕在化してしまうか
らである。さらに、高速液体クロマトグラフィでは、吐出流量の少ない高圧動作時に計測
が行われるので、脈動を小さくすることが望まれる。一方、本発明者は、吐出流量の低下
によってポンプ動作（積層圧電アクチュエータ１４１の動作やチェック弁の動作）が小さ
くなると、駆動周波数を大きくできることを見出した。
【００７７】
　図１１は、第１実施形態の送液ポンプ１００におけるダイアフラムの駆動周波数の切り
替えの内容を示すグラフである。図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、それぞれ低圧作動モ
ードと高圧作動モードとにおける吐出流量（流量）とパルス電圧を示している。低圧作動
モードでは、図１０に示されるように、比較的に低い駆動周波数ｆ１でのダイアフラム１
８０の駆動で比較的に大きな吐出流量Ｑ１の吐出がなされている。
【００７８】
　一方、高圧作動モードでは、図１０に示されるように、高い駆動周波数ｆ２のダイアフ
ラム１８０の駆動で小さな吐出流量Ｑ２の吐出がなされている。これにより、高圧作動モ
ードは、比較例との比較からも分るように流量の脈動が顕著に低減されていることが分る
。
【００７９】
　このように、第１実施形態の送液ポンプ１００は、吐出流量に応じてダイアフラム１８
０の駆動周波数を切り替えることができる。これにより、大きな吐出流量Ｑ１においては
ダイアフラムの駆動周波数の運用範囲内に維持しつつ、小さな吐出流量Ｑ２においては駆
動周波数を高くして脈動を抑制することができる。高圧動作時における吐出流量Ｑ２は、
計測時に利用される流量なので、脈動の低減は大きな意義を有することになる。
【００８０】
　なお、ダイアフラムの駆動周波数は、必ずしも低圧作動モードと高圧作動モードとの間
の切り替えに応じて操作されるだけでなく、たとえば高圧動作時における設定流量の変更
に応じて操作するようにしてもよい。設定流量とは、計測対象や計測の目的等に応じてユ
ーザが設定する吐出流量であり、後述する制御系において目標値となる値である。
【００８１】
　ダイアフラム１８０の駆動周波数を増大させれば、脈動を低減させるだけではなくダイ
アフラム１８０のストロークを維持しつつ吐出流量を増大させることができるので、高圧
動作時の送液ポンプ１００の設定流量の範囲を拡大することができる。換言すれば、計測
時の脈動をさらに低減して計測精度を向上させることができだけでなく、高圧動作時にお
ける送液ポンプ１００の吐出流量のダイナミックレンジの拡大にも寄与することができる
。
【００８２】
　図１２は、第１実施形態の送液ポンプ１００の駆動電圧Ｗ１と吐出流量Ｃ３とピストン
移動量Ｃ４とを示すグラフである。駆動電圧Ｗ１は、積層圧電アクチュエータ１４１に印
加される電圧であり、矩形波である。
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【００８３】
　時刻ｔ１では、送液ポンプ１００は、駆動電圧Ｗ１が立ち上がりに応じて積層圧電アク
チュエータ１４１によるピストン１４４の駆動を開始する。これにより、ピストン１４４
は、ダイアフラム１８０の変位を開始させてポンプ室１２３の容積の縮小が始まるので、
ポンプ室１２３の内部圧力が上昇することになる。チェック弁１２７は、ポンプ室１２３
の内部圧力が吐出ポート１２５の圧力を超えたときに開いて薬液の吐出を開始する。
【００８４】
　時刻ｔ２では、駆動電圧Ｗ１が立ち上がりに応じたピストン１４４の移動が完了してピ
ストン１４４が停止する。これにより、ポンプ室１２３の容積変化が停止するので、ポン
プ室１２３からの薬液の吐出がなくなってチェック弁１２７が閉じることになる。
【００８５】
　時刻ｔ３では、送液ポンプ１００は、駆動電圧Ｗ１が立ち下がりに応じて積層圧電アク
チュエータ１４１によるピストン１４４の逆方向の駆動を開始する。これにより、ポンプ
室１２３の内部圧力が降下することになる。チェック弁１２６は、ポンプ室１２３の内部
圧力が流入ポート１２１の圧力未満となったときに開いて薬液の流入を開始させる。
【００８６】
　吐出流量Ｃ３は、インジェクタやカラムといったユーザ側で用意する計測用の機器に供
給される流量である。吐出流量Ｃ３は、後述する容積ダンパー８０とオリフィス５１の下
流において流量センサ５０によって計測される値である。吐出流量Ｃ３は、容積ダンパー
８０とオリフィス５１とによって脈動が低減されている。
【００８７】
　送液ポンプ１００は、駆動電圧Ｗ１のパルス周波数を早くすることによって、吐出流量
の脈動を小さくすることができる。積層圧電アクチュエータ１４１は、たとえば数ｋＨｚ
での駆動が可能である。ただし、チェック弁１２６，１２７の応答性の限界が積層圧電ア
クチュエータ１４１の駆動周波数よりも低い場合には、チェック弁１２６，１２７の応答
性に基づいて積層圧電アクチュエータ１４１の駆動周波数を設定するようにしてもよい。
【００８８】
　図１３は、送液ポンプ１００の駆動に利用可能な三種類の駆動電圧Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３の
パルス形状を表すグラフである。駆動電圧Ｗ１は、前述のように矩形波であり、比較的高
い周波数での駆動に適している。駆動電圧Ｗ２は、吐出流量の脈動を抑制する効果を有す
るランプ波であり、比較的低い周波数での駆動に適している。駆動電圧Ｗ３は、立ち上が
りエッジにおいて電圧ｈ以上の電圧で波形が丸められているので、比較的高い周波数にお
いて吐出流量の急上昇を抑制して脈動を低減させることができる。なお、駆動電圧Ｗ１，
Ｗ２，Ｗ３は、パルス電圧とも呼ばれる。また、電圧ｈは、たとえば積層圧電アクチュエ
ータ１４１の駆動によってダイアフラム１８０が変形を開始する電圧として設定すること
ができる。
【００８９】
　図１４は、第１実施形態の高速クロマトグラフィ装置９０の構成を示すブロック図であ
る。高速クロマトグラフィ装置９０は、溶離液を貯蔵する溶媒貯蔵瓶６０と、送液ポンプ
１００と、容積ダンパー８０と、圧力センサ４０と、流量センサ５０と、オリフィス５１
と、廃液瓶７０と、廃液用バルブ７１と、負荷３０と、送液ポンプ１００に駆動電圧を印
加するドライバ回路２０と、制御回路１０とを備えている。負荷３０は、インジェクタや
カラム、検出器、記録計といったユーザ側で用意する計測用の機器が含まれている。
【００９０】
　送液ポンプ１００は、溶媒貯蔵瓶６０から溶離液を吸引し、容積ダンパー８０とオリフ
ィス５１と流量センサ５０とを順に介して負荷３０に供給している。容積ダンパー８０と
オリフィス５１は、脈動を低減させる役割を果たしている。負荷３０に供給される溶離液
の流量は、流量センサ５０によって計測され、その計測値が制御回路１０に送信されてい
る。圧力センサ４０は、容積ダンパー８０とオリフィス５１との間における溶離液の圧力
を計測している。なお、制御回路１０及びドライバ回路２０は、制御部とも呼ばれる。制
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御部、圧力センサ４０及び流量センサ５０は、制御装置とも呼ばれる。
【００９１】
　制御回路１０は、流量指令信号との流量センサ５０の計測値に応じてドライバ回路２０
を操作して駆動電圧の電圧値を調整し、流量センサ５０の計測値を流量指令信号に近づけ
るためのフィードバック制御を行なう。本フィードバック制御は、運用制限（図９及び図
１０参照）に基づいて予め設定されている許容変位量（許容駆動電圧）と許容駆動周波数
（電圧パルス周波数）との範囲内で行なわれる。
【００９２】
　図１５は、第１実施形態の高速クロマトグラフィ装置９０における流量センサ５０の計
測とそのフィードバックの内容を示す説明図である。制御回路１０は、積層圧電アクチュ
エータ１４１の往復駆動の駆動周期毎に複数の計測タイミングで流量センサ５０により計
測（サンプリング）された吐出流量を、周期毎に平均化してフィードバックすることで流
量を制御する。これにより、ポンプ動作によって周期的に変動する流量（脈動）に起因す
る計測誤差を抑制し、正確なフィードバック制御を実現することができる。脈動に起因す
る計測誤差は、各駆動周期における計測タイミングのずれ（位相差）によって発生する。
【００９３】
　高速クロマトグラフィ装置９０は、溶離液を導入する際や溶離液を置換する際に、廃液
用バルブ７１を開いて廃液瓶７０に液を排出する。この際、送液ポンプ１００は、低圧で
の大きな流量の吐出が要求されることになる。
【００９４】
　（第２実施形態）
　図１６は、第２実施形態の送液ポンプ１００ｃに使用されているダイアフラム１８０ａ
を示す断面図である。ダイアフラム１８０ａは、ニッケルコバルト合金の第１金属板１８
１及び第２金属板１８２と、第１金属板１８１と第２金属板１８２とを相互に張り合わせ
る接着層をなす弾性接着層１８３とを含む三層構造を有している。弾性接着層１８３は、
第１金属板１８１と第２金属板１８２とを、それらの面内方向において相互にずらす方向
の弾性を有する樹脂層である。
【００９５】
　弾性接着層１８３の形成には、たとえば変成シリコーン樹脂やエポキシ変成シリコーン
樹脂を主成分とする一液形弾性接着剤、あるいはたとえば主剤（エポキシ樹脂）および硬
化剤（変成シリコーン樹脂）からなる二液形弾性接着剤が利用可能である。
【００９６】
　図１７は、第２実施形態のダイアフラム１８０ａと比較例のダイアフラム１８０ｂの作
動状態を対比して示す断面図である。図１７（ａ）は、第２実施形態のダイアフラム１８
０ａが変形している状態を示している。図１７（ｂ）は、比較例のダイアフラム１８０ｂ
が変形している状態を示している。比較例のダイアフラム１８０ｂは、第１金属板１８１
と第２金属板１８２とが相互に重ね合わせられているが、第２の実施形態のような接着層
を有していないダイアフラムである。
【００９７】
　比較例のダイアフラム１８０ｂは、厚さｔの第１金属板１８１と第２金属板１８２とが
相互に重ね合わせられているので、耐圧性が２倍に向上している。耐圧性は、第１金属板
１８１等の面内方向（広がり方向）の引っ張り強度に依存するので、ダイアフラム１８０
ａは、単層で２倍の厚さを有する金属製の板材と実質的に同一の耐圧性を有することにな
るからである。
【００９８】
　一方、比較例のダイアフラム１８０ｂの曲げ剛性は、第１金属板１８１と第２金属板１
８２とを相互に重ね合わせただけなので、それぞれの曲げ剛性の加算となる。すなわち、
比較例のダイアフラム１８０ｂの曲げ剛性は、第１金属板１８１の曲げ剛性の２倍となる
。
【００９９】
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　ただし、比較例のダイアフラム１８０ｂは、相互に張り合わされていないので、ダイア
フラムの洗浄において分解されるので、洗浄後の装着時において積層状態が変化してしま
う問題を生じさせることを本発明者は見出した。さらに、ダイアフラムの組立時において
、第１金属板１８１と第２金属板１８２との間に異物が入り込み、耐久性を劣化させると
いう問題も本発明者によって見出された。
【０１００】
　第２実施形態のダイアフラム１８０ａは、第１金属板１８１と第２金属板１８２とが相
互に張り合わせられている点で相違する。耐圧性は、第１金属板１８１等の面内方向（長
手方向）の引っ張り強度に依存するので、張り合わせの有無に拘わらず耐圧性を２倍に向
上させることができる。
【０１０１】
　一方、実施形態のダイアフラム１８０ａの曲げ剛性は、第１金属板１８１と第２金属板
１８２とが相互に張り合わせられているので、相互にズレや変形が生じないと仮定すると
、曲げ剛性が８倍となる。第１金属板１８１および第２金属板１８２は、２倍の厚さを有
する一枚の板材として挙動することになるからである。
【０１０２】
　しかしながら、ダイアフラム１８０ａは、その面内方向において相互にずらす方向の弾
性を有する弾性接着層１８３で相互に張り合わせられているので、このような過度な曲げ
剛性を回避することができる。第１金属板１８１および第２金属板１８２は、その面内方
向において相互にずらす方向の弾性を有する弾性接着層１８３で相互に張り合わせられて
いるので、ダイアフラム１８０ａは、比較例のダイアフラム１８０ｂに近い曲げ剛性を有
するからである。
【０１０３】
　このように、ダイアフラム１８０ａは、第１金属板１８１および第２金属板１８２が相
互に張り合わされた構成とされているので、洗浄等のメンテナンス時にダイアフラムが分
解されるのを抑制し得る。この結果、ダイアフラム１８０ａは、整備性を向上させること
ができるとともに、メンテナンス後の装着時にダイアフラム１８０ａの積層状態が変化し
てしまう問題を解決することができる。これにより、分解・洗浄等、メンテナンス後のダ
イアフラム１８０ａの校正を不要あるいは簡略にすることもできる。
【０１０４】
　また、ダイアフラムの組立時において、第１金属板１８１と第２金属板１８２との間に
異物が入り込み、耐久性を劣化させるという問題を抑制することもできる。さらに、ダイ
アフラム１８０ａは、第１金属板１８１と第２金属板１８２との各々の最大歪を小さくす
ることができるので、耐久性を高めることもできる。
【０１０５】
　ただし、弾性接着層１８３の厚さは、１０μｍ以下とすることが望ましい。弾性接着層
１８３は、ポンプ室１２３の圧力によりダイアフラム１８０ａの面外方向（厚さ方向）に
変形してポンプ室１２３の容積を変化させてしまい、吐出量を不安定とする可能性がある
からである。
【０１０６】
　図１８は、第２実施形態の送液ポンプ１００ｃを分解した状態を示す分解斜視図である
。送液ポンプ１００ｃは、ポンプボディ１１０とアクチュエータ１５０との間にダイアフ
ラム１８０ｃを挟持する構成を有している。ポンプボディ１１０とアクチュエータ１５０
とは、６本のボルトＢ１～Ｂ６の各々をポンプボディ１１０の貫通孔ｈ１～ｈ６を貫通さ
せてアクチュエータ１５０に螺合させることで締結されている。
【０１０７】
　図１９は、第２実施形態の他の例のダイアフラム１８０ｃの外観を示す平面図である。
ダイアフラム１８０ｃは、装着用板材１８９を備えている。装着用板材１８９は、他の金
属性の板材１８５等よりも外縁方向に突出する部位が、ポンプボディ１１０に装着される
ための装着部１８９ａとされている。装着部１８９ａには、一対のキー孔Ｋ１ｈ、Ｋ２ｈ
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と、６本のボルトＢ１～Ｂ６の各々が貫通される貫通孔ｄｈ１～ｄｈ６とが形成されてい
る。６本のボルトＢ１～Ｂ６は、締結部材とも呼ばれる。なお、ポンプボディ１１０とア
クチュエータ１５０とは、それぞれ第１の部材と第２の部材とも呼ばれる。
【０１０８】
　一対のキー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈは、ダイアフラム１８０ｃの中心位置に対して対向する位
置（一直線上の位置）に配置されている。本配置は、一対のキー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈの間の
距離を長く取って、キー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈによる位置決め精度を高くするためである。キ
ー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈには、それぞれ付勢部Ｋ１ｓ，Ｋ２ｓが設けられている。この付勢部
Ｋ１ｓ,Ｋ２ｓは、キー孔Ｋ１ｈ,Ｋ２ｈの内縁に設けた複数の弾性突起として形成されて
いる。そして、キー孔Ｋ１ｈ,Ｋ２ｈにポンプボディ１１０に突設したキー(流体機器の一
部)Ｋ１,Ｋ２を挿入した際に、付勢部Ｋ１ｓ,Ｋ２ｓがキーＫ１，Ｋ２にそれぞれ係合す
るようになっている。これにより、ポンプボディ１１０からのダイアフラム１８０ｃの抜
け落ちを防止して組立を容易にしている。付勢部Ｋ１ｓ,Ｋ２ｓがキーＫ１,Ｋ２に係合し
た状態では、各付勢部Ｋ１ｓ,Ｋ２ｓは、それぞれ係合による反力が打ち消されるように
キーＫ１,Ｋ２を付勢する。
【０１０９】
　一方、貫通孔ｄｈ１～ｄｈ６は、不均等なピッチで環状に配置されている。具体的には
、貫通孔ｄｈ１と貫通孔ｄｈ６との間の角度αは、貫通孔ｄｈ１と貫通孔ｄｈ２との間の
角度βと相違する角度に設定されている。これにより、キーＫ１，Ｋ２は、それぞれキー
孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈに装着され、逆に装着される事態を防止することができる。但し、貫通
孔ｄｈ１～ｄｈ６は、必ずしも環状に並んで形成する必要はない。すなわち、貫通孔ｄｈ
１～ｄｈ６の中心位置を結んで形成される形状(この場合、六角形)が、ダイアフラム１８
０ｃの面内のいずれの方向の線分に対しても非対称な形状とされていればよい。これによ
り、ダイアフラム１８０ｃの誤装着を抑制することができる。
【０１１０】
　ポンプボディ１１０には、さらに取外用孔Ｒ１，Ｒ２が形成されている。取外用孔Ｒ１
，Ｒ２は、分解時においてポンプボディ１１０からダイアフラム１８０ｃを取り外すため
に棒（図示省略）を挿入するための孔である。ユーザは、分解時において、ダイアフラム
１８０ｃの反対側からポンプボディ１１０の取外用孔Ｒ１，Ｒ２に棒（図示省略）を挿入
して容易にダイアフラム１８０ｃを取り外すことができる。
【０１１１】
　図２０は、第２実施形態の他の例のダイアフラム１８０ｃの積層状態を示す断面図であ
る。図２１は、第２実施形態の他の例のダイアフラム１８０ｃの装着状態を示す断面図で
ある。ダイアフラム１８０ｃは、たとえばニッケルコバルト合金の４枚の金属板１８５～
１８８と、ステンレス（たとえばＳＵＳ３０４やＳＵＳ３１６）の１枚の装着用板材１８
９とを積層することによって構成されている。
【０１１２】
　具体的には、ステンレスの金属板である装着用板材１８９の両側にそれぞれ弾性接着層
１８６ａ，１８７ａを介して金属板１８６，１８７が貼り付けられ、さらに、金属板１８
６，１８７には、それぞれ弾性接着層１８５ａ，１８８ａを介して金属板１８５，１８８
が貼り付けられている。このように、本実施形態では、ステンレスの装着用板材１８９の
両面の各々に等しい数のニッケルコバルト合金の４枚の金属板１８５～１８８が装着され
ている。なお、弾性接着層１８５ａ，１８６ａ，１８７ａ，１８８ａには、たとえば数μ
ｍのシリコーン膜等が利用可能である。また、金属板１８８は、ポンプ室１２３に対向す
る面なので、研磨されていることが好ましい。
【０１１３】
　ニッケルコバルト合金は、高い弾性や強度、耐蝕性、耐熱性並びに恒弾性に優れた性質
を有し、非磁性で耐久性に優れるという点で金属ダイアフラムに適した素材である。一方
、ステンレスは、加工性に富み耐食性や靭性、延性といった特性を有している。特に、装
着用板材１８９の材料であるステンレスの加工性の良さは、キー孔Ｋ１ｈ、Ｋ２ｈや貫通
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孔ｄｈ１～ｄｈ６を形成する加工を容易とし得る。
【０１１４】
　装着用板材１８９は、送液ポンプ１００ａの分解洗浄の際のダイアフラム１８０ｃの組
みつけに使用されるものである。一方、ニッケルコバルト合金の４枚の金属板１８５～１
８８は、ダイアフラムとして機能するための部材である。シール加圧面１１１とシール受
け面１３２との間には、ニッケルコバルト合金の４枚の金属板１８５～１８８とステンレ
スの装着用板材１８９とが挟まれている。
【０１１５】
　このように、本実施形態の複層ダイアフラムは、ダイアフラムの耐圧性や操作性の観点
から自由に積層枚数を設定することもできる。
【０１１６】
　以上詳述した各実施形態は以下の利点を有する。
（１）本実施形態の送液ポンプは、パーティクルの発生がなく高寿命を実現することがで
きる。
（２）本実施形態の送液ポンプは、高圧の微少流と低圧の大流量の送液（広いダイナミッ
クレンジ）を実現することができる。
（３）本実施形態の送液ポンプでは、ダイアフラム受け面がシール受け面と同一平面を形
成しているので、高圧時から低圧時までダイアフラムの作動範囲（変形範囲）を円滑に変
化させることができる。
（４）本実施形態の送液ポンプでは、シリンダ孔の開口部をダイアフラム受け面と同心状
に形成したので、ダイアフラムにおけるシール加圧面およびシール受け面で囲われた領域
の略中央部をピストンが押圧するようになっている。従って、ピストンからの負荷がダイ
アフラムに略均一に掛かるようになり、ダイアフラムに局所的な大きな負荷が掛かるのを
抑制することができる。
（５）本実施形態の送液ポンプでは、シリンダ孔の開口部の中心が、凹部面の中心に対し
、シリンダ孔の軸線方向に整列するよう構成されている。従って、ダイアフラムが変形し
た際にポンプ室の中央部が容積変化するから、ポンプ室内の圧力がバランスよく変化して
、溶離液をスムーズに送ることができる。
（６）本実施形態の制御装置では、吐出圧力に応じて圧電アクチュエータの変位量が制限
されるので、高圧時の圧電アクチュエータの過大な変位によるダイアフラムの損傷を防止
することができる。
（７）本実施形態の複層ダイアフラムは、高い耐圧性と柔軟性とを両立させることができ
る。
（８）本実施形態の複層ダイアフラムは、誤った装着の抑制を実現して整備性が向上され
ている。
（９）本実施形態の複層ダイアフラムは、分解・洗浄後の校正を不要あるいは簡略にする
ことができる。
【０１１７】
　（他の実施形態）
　本発明は上記実施形態に限らず、例えば次のように実施されてもよい。
【０１１８】
　（１）上記実施形態では、２個のキー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈが位置決めに使用されているが
、たとえば第１変形例のダイアフラム１８０ｄのように３個以上であっても良い。図２２
は、第１変形例のダイアフラム１８０ｄの構成とポンプボディ１１０ａを示す外観図であ
る。
【０１１９】
　第１変形例のダイアフラム１８０ｄには、キー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈに加えて第３のキー孔
Ｋ３ｈが形成されている。これにより、ダイアフラム１８０ｄがその中心軸線の周りに１
８０度回転してキーＫ１とキーＫ２とが誤ったキー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈ（逆のキー孔）に装
着される事態を防止することができる。すなわち、キーＫ１とキーＫ２とが、それぞれキ
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ー孔Ｋ２ｈとキー孔Ｋ１ｈとに装着される事態を防止することができる。
【０１２０】
　さらに、第３のキー孔Ｋ３ｈは、キー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈの中心位置を結ぶ線の垂直二等
分線から外れた位置に形成されている。すなわち、キー孔Ｋ１ｈ,Ｋ２ｈ,Ｋ３ｈは、ダイ
アフラム１８０ｄに不等ピッチで環状に並んで形成されている。これにより、ダイアフラ
ム１８０ｄが裏返されて１８０度回転された状態で、逆のキー孔Ｋ２ｈ，Ｋ１ｈに装着さ
れる事態を防止することができる。
【０１２１】
　このように、第１変形例のダイアフラム１８０ｄは、１８０度回転した状態での誤装着
並びに裏返した状態において１８０度回転した状態での誤装着といった想定される種々の
誤装着をキーおよびキー孔を設けることで防止することができる。キーＫ１，Ｋ２，Ｋ３
とキー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈ，Ｋ３ｈは、位置決め部とも呼ばれる。キーＫ１，Ｋ２，Ｋ３は
、位置決め用凸部とも呼ばれる。キー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈ，Ｋ３ｈは、位置決め孔とも呼ば
れる。なお、キー孔Ｋ１ｈ,Ｋ２ｈ,Ｋ３ｈは、必ずしも環状に並んで形成する必要はない
。すなわち、キー孔Ｋ１ｈ,Ｋ２ｈ,Ｋ３ｈの中心位置を結んで形成される形状(この場合
、三角形)が、ダイアフラム１８０ｄの面内のいずれの方向の線分に対しても非対称な形
状とされていればよい。これにより、ダイアフラム１８０ｄの誤装着を抑制することがで
きる。
【０１２２】
　（２）上記実施形態では、キー孔Ｋ１ｈ，Ｋ２ｈに装備されている付勢部Ｋ１ｓ，Ｋ２
ｓによってポンプボディ１１０からのダイアフラム１８０ｃの抜け落ちを抑制する構成と
した。しかしながら、たとえば第２変形例のダイアフラム１８０ｅのように、キー孔Ｋ１
ｈ，Ｋ２ｈ以外に抜け落ち防止用の付勢部を設けてもよい。
【０１２３】
　図２３は、第２変形例のダイアフラム１８０ｅの構成を示す平面図並びに断面図である
。ダイアフラム１８０ｅは、一対の仮止め用つば１８０ｓ１，１８０ｓ２を備えている。
仮止め用つば１８０ｓ１，１８０ｓ２は、ポンプボディ１１０ａを挟む方向（相互の間隔
が小さくなる方向）に付勢力を発生させることができる。これにより、ポンプボディ１１
０ａからのダイアフラム１８０ｅの抜け落ちを防止し、組立を容易にしている。このよう
に、ポンプボディ１１０の一部を反力が打ち消されるように付勢することで、ダイアフラ
ム１８０ｅの抜け落ちを防止するようにしてもよい。
【０１２４】
　（３）上記実施形態では、ダイアフラム受け面は、シール受け面と同一平面を形成して
いるが、必ずしも同一平面を形成する必要はない。ただし、同一平面を形成すれば、高圧
時から低圧時までダイアフラムの作動範囲（変形範囲）を円滑に変化させることができる
。ダイアフラム受け面１３３は、ポンプ室１２３の内圧に応じてダイアフラム１８０と当
接する面の面積である当接面積が変化するように構成されていれば良い。
【０１２５】
　（４）上記実施形態では、シール受け面は平面であるが、曲面であっても良い。ただし
、シール受け面を平面とすれば、ポンプ室の封止のためにダイアフラムに印加される荷重
（封止荷重）によってダイアフラムが過度に損傷する事態を回避することができる。これ
により、封止荷重の管理を緩めることができるので、ダイアフラムの再装着時に、ユーザ
側によるボルトＢ１～Ｂ６のトルク管理を容易とすることができる。
【０１２６】
　（５）上記実施形態では、ピストンは、ダイアフラムとの当接面が凸状の曲面を有して
いるが、平面であっても良い。ただし、ダイアフラムとの当接面を凸状の曲面とすれば、
シリンダ孔１３４の開口部１３６の周囲においてダイアフラムをダイアフラム受け面で支
持しつつ、凸状の曲面でピストンに当接する領域を変形させることができる。さらに、ピ
ストンの変位量に応じて、ダイアフラムは、変形範囲を広げながら変形するので、高圧時
における精密な吐出量の操作を実現することができる。凸状の曲面は、たとえば加工容易
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な球面形状としても良い。
【０１２７】
　（６）上記実施形態では、吸入口と吐出口とが対向する位置に配置されているが、他の
配置であってもよい。ただし、吸入口と吐出口とを対向する位置に配置すれば、たとえば
鉛直方向において吸入口を下側とし、吐出口を上側とするように送液ポンプを設置し、こ
れにより液溜まりをなくして液の置換性や気泡抜けを向上させることができる。
【０１２８】
　（７）上記実施形態では、ダイアフラムは、圧電アクチュエータで駆動されているが、
他の駆動方法であってもよい。ただし、圧電アクチュエータで駆動すれば、高い周波数で
ダイアフラムを駆動することによってダイアフラムの小さな変位でも吐出量を確保するこ
とができるとともに、脈動を小さくすることもできる。
【０１２９】
　（８）上記実施形態では、非駆動時には、ダイアフラム受け面の全体がダイアフラムに
当接する構成とした。しかしながら、たとえば吐出圧力が低圧の際には、ダイアフラム受
け面の少なくとも一部がダイアフラムから分離する構成としたり、運用時の永久変形でそ
のような状態となる構成であっても良い。ダイアフラム受け面は、ポンプ室の内圧の上昇
時にダイアフラムを支持して、ピストンに印加される荷重を軽減するように構成されてい
れば良い。
【０１３０】
　ダイアフラム受け面は、ポンプ室の内圧の上昇時において、ダイアフラムとダイアフラ
ム受け面とが当接する面の面積にポンプ室の内圧を乗じた荷重を分担し、これにより、ピ
ストンに印加される荷重を軽減することができる。なお、ダイアフラムとダイアフラム受
け面とが当接する面の面積は、当接面積とも呼ばれる。
【０１３１】
　（９）上記実施形態では、ダイアフラムは、ピストンと接続されておらず、ピストンで
ダイアフラムを押すことによってダイアフラムを変形させているが、ダイアフラムとピス
トンとを接続する構成としても良い。ただし、ダイアフラムとピストンとを接続する構成
では、ダイアフラムとピストンの頂部とを１点（あるいは十分に狭い領域）で接続するよ
うにすることが好ましい。
【０１３２】
　（１０）上記実施形態では、複層ダイアフラムは、送液ポンプに使用されているが、た
とえば流量制御弁に利用することもできる。複層ダイアフラムは、広く一般にダイアフラ
ムを使用する流体機器に使用することができる。
【符号の説明】
【０１３３】
　１０…制御回路、２０…ドライバ回路、３０…負荷、４０…圧力センサ、５０…流量セ
ンサ、９０…高速クロマトグラフィ装置、１００，１００ａ，１００ｂ…送液ポンプ、１
００ｃ…送液ポンプ、１１０，１１０ａ…ポンプボディ、１１１…シール加圧面、１２３
…ポンプ室、１３０…ポンプベース、１３２…シール受け面、１３３，１３３ａ…ダイア
フラム受け面、１３４，１３４ａ…シリンダ孔、１４０…駆動部、１４１…積層圧電アク
チュエータ、１４４…ピストン、１４４ａ…ピストン、１４５…付勢バネ、１４６…圧電
アクチュエータ装着部、１５０…アクチュエータ、１８０，１８０ａ，１８０ｂ，１８０
ｃ，１８０ｄ，１８０ｅ…ダイアフラム。
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